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投資先企業の株式譲渡に関するお知らせ 

 

 

当社は、当社の投資先会社である「ムーミン」関連商品を含む各種商品を販売するＥコマー

ス企業である All Things Commerce Helsinki Oy（フィンランド共和国ヘルシンキ、以下、「ATC」

という。）の株式を譲渡いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

 

１．株式譲渡の概要 

 
 当社は、平成25年11月22日付プレスリリース「ムーミン関連商品を扱うＥコマース企業であ

るAll Things Commerceへの出資についてのお知らせ」のとおり、平成25年11月にATCに出資し

ております。ATCは、ムーミンのキャラクターに関する知的財産を所有する Moomin Characters 

Oy Ltd(以下、「Moomin Characters」という。）より、同社のオフィシャル・サイトの運営者に

指名され、平成25年よりヨーロッパ（EU圏内）向けにＥコマース・サイトを開設しております。 

 今般Moomin Charactersより、全世界のムーミンファンへのサービス向上の為にグローバル

で統一的なサイト運営の実施が必要なため、ATCの全株式を取得して子会社化したい旨の申し

出がありました。当社及び他のATC株主は当該施策がATCの企業価値を高め、ムーミンに係るビ

ジネス全体のより一層の活性化が図れると判断し、各々が保有する全株式をMoomin Characters

へ譲渡することにいたしました。 

これにより日本でのムーミンテーマパーク設立を進めております株式会社ムーミン物語（以

下、「ムーミン物語」）はMoomin Charactersとより緊密な協力関係を維持することが可能とな

ります。 

なお、譲渡契約により譲渡価額は公表を控えさせていただきます。 

 
２．ATC の概要 

商 号 All Things Commerce Helsinki Oy 

主な事業内容 各種ブランドの商品をグローバルに販売するＥコマース 
設 立 年 平成 25 年 

所 在 地 フィンランド共和国ヘルシンキ 

代 表 者 CEO Jonas Forth 

資 本 金 2,500 ユーロ 

株 主 当社(株式所有比率 31.01%)、他４者 



３．日 程 
（１） 株式譲渡契約締結 平成 26 年 11 月 17 日 

（２） 株式譲渡の実施 平成 26 年 11 月 17 日 

 

４. 今後の見通し 

本件による当社の業績に与える影響は軽微であります。なお、当社の投資先であるムーミン

物語の事業計画については、本件とは関係はなく変更されておりません。 

以 上 


